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産学が連携した人材育成 ～ 契約学科制度の創設について（案） ～

１．背景と目的

• 「科学とビジネスの近接化」の中、イノベーションの源泉となる高度な人材を有するか否かが競争力に直結。

• 韓国や台湾における取組も参考に、企業がより深く大学にコミットした形で、「知の拠点」である大学において、高度な人

材育成を進めていくことが必要。

３．求められる要件

• 中長期的（10年程度）にわたり、継続して学位プログラムを設置・運営できる安定的な計画

• 産学が連携した教育カリキュラムの制定

• 企業から大学に対し、社員派遣や奨学金、現物寄附、共同研究費などにより、教育研究のためのリソースを提供

４．今後の進め方

（１）令和８年度：モデル事例の創出支援

• NEDOの補助金による支援（補正予算・当初予算） ：今年春から公募開始、今年夏前に採択

• 認定制度の創設（契約学科の要件を満たしていることを認定） ：今年中に公募開始・採択

（２）令和９年度以降：本格的な運用

• 認定制度を年１回公募し、認定を取得した契約学科に対し支援

２．契約学科の定義

• 新しい産学連携の形として、産業界で活躍できる人材を育成するため、産学が協力して設置・運営する学位の授与を行う教

育プログラム。

• 産業界のリソース（資金提供、実務家派遣、産業界の動向提供など）と大学のリソース（他学部・教員との連携、教員・学生の確保など）を結集さ

せることにより、最先端の教育研究環境の整備を進めるとともに、修了した学生の採用も視野に、企業でのインターンシッ

プや産学共同研究への学生の参画などにより教育内容の充実を図る。

２
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産学が連携した教育プログラムの新設等（契約学科）について

企業研究者 大学教員・研究者

大学
企業

契約学科

寄附等 運営資金等

学生

※学位水準（学士・修士・博士）、規模（学部/研究

科~研究室/講座）は、ニーズに応じて設定可

国

学術的
指導

実務的
指導

・産学共同研究への参画
・PBL/インターンシップ
・実務家教員として講義 等

企業と大学が連携した、実践的なカリキュラム設計

企業研究者、
社会人学生
として派遣

学生の採用

補助（研究費）

資金を拠出

共同研究

✓ 10年後の企業の中核となる人材を育成するため、産学が融合してビジネス化の牽引役となる人材を育成
する取組を支援する。

【契約学科の補助要件（案）】
① 産学が連携した教育を行う学位プ
ログラム

②経産省補助金と産業界からの資金
等の支援により、独立採算で運営

③ 研究開発と人材育成を同時に実施

※１社に限らず、
 複数社での参画も可
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